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塩

一

仏
教
に
お
い
て

「教
団
」
を
論
ず
る
場
合
、
仏
教
の
最
も
原
初
形
体
と
考
え
ら
れ
る
サ
ン
ガ

∽”
●
∞
〓
”
や
ガ
ナ

∞
”
●
”
、
さ
ら
に
大

乗
仏
教
に
お
け
る
菩
薩
ガ
ナ

σ
ｏ
Ｏ
コ
】移
一オ
”
ぬ
”
●
”
の
展
開
を
中
心
に
考
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
仏
教
分
派
の
最
初
の
形
態
と
さ
れ
る
衆

”
寿
帥
く
”
、
す
な
わ
ち
人
的
集
団
の
対
立
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
に
視
点
を
当
て
て
、　
中
国

。
日
本
の
宗
派
の
ご
と
き
も
の
を
も
考
え

る
の
か
、
種
々
の
研
究
や
見
解
が
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た

一
切
教
団
を
意
味
す
る
、
８
日
”
く
”
さ
ら
に
大
乗
の
名
称
か
ら
く
る

く
図
●
”
な
ど

を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
は
種
々
の
問
題
が
あ

っ
て
、
教
団
の
定
義
づ
け
は
困
難
で
あ
る
。

本
稿
は

「教
団
的
性
格
」
と
題
し
た
が
、
「教
団
」
の
一
般
宗
教
学
に
お
け
る
定
義
や
そ
の
意
義
づ
け
の
す
べ
て
を
他
に
ゆ
ず

っ
て
Ｔ
）、

現
在

一
般
に
宗
教
団
体
と
し
て
漠
然
と
把
握
さ
れ
て
い
る
宗
派

・
教
団
的
意
味
あ
い
に
よ

っ
て
論
を
進
め
た
い
。
も
ち
ろ
ん
宗
派
意
識
と

し
て
、
自
己
の
宗
派
の
特
質
に
つ
い
て
の
自
意
識
や
、
か
か
る
宗
派
す
べ
て
を
総
合
す
る
宗
派

一
般
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
当
然
問
題
と
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な
る
が
、
自
ら
の
意
識
の
有
無
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
宗
派
的

・
教
団
的
形
態
を
表
現
し
て
い
る
す
べ
て
を
、
そ
こ
に
含
め
る
つ
も
り
で

あ
る
。

隋
唐
の
仏
教
は
、
中
国
独
自
の
仏
教
形
成
、
中
国
仏
教
の
精
髄
、
全
盛
時
代
、
宗
派
仏
教
時
代
な
ど
と
時
代
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
、
イ

ン
ド
伝
来
の
仏
教
が
内
的
外
的
諸
要
因
に
よ

っ
て
中
国
人
自
ら
の
仏
教
と
し
て
成
立
し
た
。
天
台
教
学
は
こ
れ
ら
の
典
型
と
し
て
、
或
い

は
さ
き
が
け
と
し
て
、
仏
教
思
想
史
上
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
教
団
史
の
面
か
ら
み
て
も
宗
派
仏
教
と
呼
称
さ
れ
る
に
ふ

さ
わ
し
い
地
位
を
占
め
て
い
る
。

隋
唐
以
前
の
中
国
仏
教
は
、
昆
曇
宗
、
成
実
宗
、
涅
槃
宗
、
地
論
宗
、
摂
論
宗
な
ど
称
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
宗
は
後
世
の
呼
称
で
あ

っ
て
、
当
時
は
毘
曇
家
、
成
論
師
と
か
涅
薬
衆
な
ど
と
呼
ば
れ
、
い
わ
ば
学
派
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、　
一
寺
に
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
が

共
住
し
、
例
え
ば
成
論
師
と
呼
ば
れ
る
学
者
も
、
涅
槃

・
昆
曇

。
法
華
等
の
諸
学
に
精
通
し
て
い
る
者
が
多
か

っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
。

た
だ
三
論
学
派
は
成
実
学
派
等
批
判
の
う
ち
に
宗
派
的
原
流
が
で
き
、
吉
蔵
に
よ

っ
て
宗
派
的
教
学
が
大
成
し
た
が
、
こ
れ
も
隋
代
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
に
あ

っ
て
、
天
台
智
顎
の

一
門
は
独
自
の
教
義
を
背
景
に
天
台
山
を
拠
点
と
し
て
、
教
学
と
教
団
の
両
面
に

教
団
的
傾
向
を
強
く
お
し
進
め
て
き
た
。
そ
の
原
因
や
事
情
に
つ
い
て
は
今
は
触
れ
な
い
が
、
そ
の
教
団
的
傾
向
の
諸
点
を
、
相
承
説

・

懺
法
儀
則

・
立
制
法

・
教
判

・
五
重
玄
義
な
ど
か
ら
摘
出
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二

初
期
天
台
山
の
僧
衆
に
お
い
て
、
教
団
的
意
識
の
顕
著
に
現
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
弟
子
た
ち
の
動
向
で
あ
る
。
智
顎
は
陳
の
少
主
の
請

に
よ
り
、
十

一
年
ぶ
り
で
山
を
下
り
金
陵
で
法
華
文
句
を
講
じ
た
の
は
、
天
台
山
隠
楼
中
の
思
索
と
実
践
の
結
果
自
ら
の
仏
法
を
会
得
し



た
自
信
が
湧
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
後
陳
末
の
戦
乱
を
避
け
た
た
め
と
は
い
え
、
剤
州
地
方
に
も
教
線
を
張

っ
た
の
は
、
自
ら
あ

み
出
し
た
天
台
教
義
を
宣
揚
し
よ
う
と
の
意
図
が
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
『
別
伝
』
に

「金
陵
既
に
敗
る
れ
ば
、　
杖
を
剤
湘
に
策
く
」
と

あ
る
よ
う
に
、
慮
山
の
東
林
寺
、
渾
州
の
大
明
寺
、
剤
州
の
十
住
寺

。
上
明
寺

・
玉
泉
寺
な
ど
の
復
興
や
経
営
に
意
を
用
い
た
ば
か
り
で

な
く
、
天
台
入
山
後
新
た
な
構
想
に
よ

っ
て
中
国
仏
教
を
組
織
し
た
代
表
作
法
華
玄
義

・
摩
訂
止
観
は
玉
泉
寺
に
お
い
て
講
説
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
智
顎
門
下
は
剤
州

・
揚
州
は
じ
め
、
江
左
呉
越
地
方
の
み
な
ら
ず
、
長
安
や
終
南
山
な
ど
北
地

に
も
散
在
し
、
教
線
は
拡
張
さ
れ
て
い
た
っ
）。

し
か
し
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
智
顎
滅
後
そ
の
問
下
が
天
台
山
を
い
か
に
維
持
経
営
す
る
か
に
全
力
を
挙
げ
て
、
大
檀
越
晋
王
広
に
接

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
↑
）。　
こ
れ
は
智
顎
の

「
天
台
の
営
理
は
本
と
十
方
に
擬
し
て
僧
徒
を
安
立
す
。　
専
ら
己
が
為
に
す
る
に
非
ず
」

翁
国
清
百
録
』
重
述
還
天
台
書
第
五
十
三
）
と
い
う
遺
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
智
顎
の
晋
王
広
に
与
え
た
遺
書
の

「
天
台
に
未
だ
公
額

有
ら
ず
、
願
く
は

一
名
を
乞
う
。
剤
州
玉
泉
寺
の
貫
十
僧
を
移
し
て
天
台
寺
に
住
せ
し
め
…
…
」

η
国
清
百
録
』
エハ
五
）
の
遺
志
も
か
な
え

ら
れ
て
（同
王
答
遺
旨
文
第
六
十
二Ｃ
、　
滅
後
国
清
寺
の
勅
額
を
賜
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
玉
泉
寺
僧
十
人
の
移
籍
は
、
単
に
十
二

年
ぶ
り
に
帰
山
し
た
天
台
山
の
荒
康
を
復
興
す
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
各
地
に
張
ら
れ
た
教
線
を
天
台
山
に
統

一
し
よ
う
と

す
る
意
図
が
看
取
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
門
下
の
教
団
意
識
は
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

さ
ら
に
智
顎
滅
後
、　
門
下
の
智
繰
は
客
僧
や
私
度
僧
を
容
受
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

勅
に
答
え
て
、
「
天
台
の

一
寺
は
即
ち
是
れ
天

の
覆
う
所
、
寺
に
常
規
を
立
て
敢
え
て
外
邑
の
客
僧
を
容
れ
ず
。
乃
至
私
度
は
生
を
以

っ
て
死
に
代
う
」
（同
、
僧
使
対
問
答
第
八
十
一Ｃ

と

申
し
述
べ
て
お
り
、
こ
の
と
き
先
師
の
た
め
に
四
十
九
人
の
勅
度
が
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
智
顎
門
下
に
よ
る
天
台
山
を
拠
点
と

し
た
動
向
の
例
は
、
さ
ら
に
摘
出
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
略
し
て
他
の
観
点
か
ら
も
教
団
的
意
識
を
眺
め
て
い
き
た
い
。
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天
台
教
学
で
金

口
相
承
と
今
師
相
承
が
い
わ
れ
る
こ
と
は
、　
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
相
承
説
も
中
国

仏
教
に
お
け
る
崎
矢
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
三
論
宗
の
摂
嶺
相
承
や
禅
家
の
二
十
八
租
説
な
ど
あ
る
が
、
前
者
は
吉
蔵
に
お
い

て
は
羅
什
ま
で
遡
ら
な
い
し
、
後
者
も
宋
代
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
と
い
わ
れ
、
唐
代
で
は
求
那
跛
陀
羅
を
初
祖
と
し
二
祖
菩
提
達
摩

以
下
、
慧
可
―
僧
礫
―
道
信
―
神
秀
―
普
寂
と
す
る
拐
伽
宗
の
相
承
が
初
出
と
さ
れ
て
い
る
Ｔ
）。　
ま
た

『
宝
林
伝
』

が
二
十
八
祖
説
を

確
立
さ
せ
、
宋
代
の

『
景
徳
伝
灯
録
』
や

『
伝
法
正
宗
記
』
に
承
け

つ
が
れ
た
も
の
と
し
て
も
、
中
唐
の
こ
と
で
あ
る
↑
）。

灌
頂
章
安
は

『
摩
詞
止
観
』
序
の
冒
頭
に

「
止
観
明
静
前
代
未
聞
」
と
止
観
の
独
自
性
を
挙
げ
、
続
い
て

「若
し
付
法
蔵
を
聞
か
ば
則

ち
宗
元
を
識
ら
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
大
聖
世
尊
か
ら
大
迦
葉
に
付
法
す
る

『
付
法
蔵
因
縁
伝
』

の
二
十
三
祖
説
を
述
べ
て
、

こ
れ
を
金
口
と
す
る
。

つ
ぎ
に
止
観
は

「
天
台
智
者
己
心
中
所
行
法
門
」
と
し
な
が
ら
も
、
憲
文
―
慧
思
―
智
顎
の
相
承
を
の
べ
慧
文
は

付
法
蔵
中
第
十
三
祖
竜
樹
の
大
智
度
論
に
依
る
と
し
て
、
天
台
の
相
承
が
釈
尊
か
ら
の
正
統
性
あ
る
所
伝
と
す
る
の
で
あ
る
↑
）。

こ
れ
は
師
の
体
得
し
た
仏
法
が
決
し
て
個
人
の
諮
意
に
依
る
も
の
で
な
く
、
釈
尊
の
正
旨
に
か
な

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
に
出

さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
思
想
の
独
自
性
を
強
く
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
釈
尊
か
ら
の
伝
承
に
よ
る
仏
法
で
あ
る
こ
と
を
強
張
す
る
要

が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
す
べ
て
の
仏
教
の
教
主
で
あ
る
釈
尊
か
ら
の
伝
承
で
あ
る
点
を
強
張
す
る
た
め
の
師
資
を
出
し
た
こ
と

自
体
に
、
他
教
学
と
異

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
示
し
て
お
り
、
宗
意
識
の
最
も
端
的
な
現
わ
れ
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
唐
代
に
成

立
し
、
あ
る
い
は
伝
来
し
た
新
仏
教
が
、
い
ず
れ
も
初
祖
を
立
て
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
日
本
仏
教
の
宗
派
が
開
祖
を
誇
り
、
そ
の
伝
承

を
遡

っ
て
何
祖
か
を
立
て
る
の
は
、
宗
団
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
と
と
も
に
基
調
で
も
あ

っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
天
台
の
相
承
説
の

持

つ
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



三

中
国
に
お
け
る
仏
教
儀
礼
の
殆
ん
ど
が
礼
仏
と
懺
悔
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
天
台
以
前
に
種

々
の
儀
則
も
作
ら
れ
て
い
た
で
あ
ら
う

こ
と
、
ま
た
懺
悔
経
典
と
い
わ
れ
る
経
典
類
や
仏
名
経
典
と
呼
ば
れ
る
経
典
類
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
依
拠
と
し
、
あ
る
い
は
そ
れ

ら
か
ら
引
用
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
幾
度
か
論
じ
た
が
？
）、
そ
れ
ら
は
天
台
智
顎
に
よ

っ
て
再
組
織
さ
れ
Ｔ
）
天
台
行

法
の
儀
則

・
規
範
と
な

っ
て
数
多
く
現
存
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
中
国
仏
教
に
お
い
て
、　
一
教
団
と
し
て
こ
の
よ
う
な
纏

っ
た
修
道
儀
則

が
作
成
さ
れ
、
し
か
も
後
世
ま
で
そ
の
実
修
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
天
台
教
団
が
最
初
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
た
だ
智
顎
と
ほ
ぼ
同
時

代
の
信
行
に
よ

っ
て
創
唱
さ
れ
た
普
真
普
法
を
説
く
三
階
教
の
彩
し
い
資
料
が
熾
燈
か
ら
発
見
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
三
階
仏
法
の
教
義
ほ

ど
の
独
自
性
は
持
た
な
い
が
、
教
々
の
儀
則
が
あ
る
の
で
、　
一
概
に
天
台
の
礼
懺
類
を
最
初
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
三
階
教
は
隋

唐
代
に
国
家
の
強
圧
を
受
け
て
お
り
、
今
世
紀
に
矢
吹
慶
輝
博
士
に
よ

っ
て
紹
介
さ
れ
て
か
ら
、
始
め
て
学
界
の
注
目
の
的
と
な

っ
た
も

の
で
あ
る
。　
迫
害
に
よ

っ
て
漸
次
衰
亡
し
た
教
団
で
あ

っ
た
た
め
と
は
い
え
、　
そ
の
実
修
が
伝
承
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
点
は

い
な
め
な

い
。
し
か
も
そ
の
礼
懺
儀
則
類
は
、
断
簡
が
多
い
の
で
断
言
は
避
け
た
い
が
、
多
く
隋
唐
代
の
礼
懺
文
や
礼
讃
文
に
近
似
す
る
も
の
が
多

い
↑
）。　
天
台
の
懺
法
類
は
こ
れ
ら
と
共
通
す
る
礼
懺
文
を
持
ち
な
が
ら
、　
そ
こ
に
は
天
台
教
義
に
肉
づ
け
さ
れ
た
内
容
と
組
織
を
も
つ

こ
と
に
お
い
て
、
や
は
り
教
団
の
独
自
性
を
見
出
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

天
台
の
懺
法
類
は
、
天
台
山
教
団
に
関
係
す
る
行
規

・
詔
勅

。
書
簡

・
碑
文
等
百
四
条
が
収
録
さ
れ
る

『
国
清
百
録
』
に
、
請
観
世
音

懺
法

。
金
光
明
懺
法

・
方
等
懺
法
や
、
同
様
な
礼
懺
儀
則
と
し
て
の
敬
礼
法

・
普
礼
法
な
ど
と
共
に
編
集
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
天
台
大
師

の
著
作
と
し
て
方
等
三
味
行
法

・
法
華
三
味
懺
儀

↑
よ
た
は
法
華
三
味
行
法
）
な
ど
が
流
布
本
と
し
て
現
行
し
て
い
る
。　
さ
ら
に
こ
れ
ら

初
期
天
台
山
の
教
団
的
性
格
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一
言
一人

は
、
『
摩
訂
止
観
』
に
お
け
る
四
種
三
味
に
お
い
て
再
組
織
さ
れ
、
智
顎
臨
終
に
あ
た
っ
て
「波
羅
提
木
叉
是
汝
師
。
吾
常
説
四
種
三
味
。

是
汝
明
導
。」
（天
台
智
者
大
師
別
伝
、
大
正
蔵
五
〇
。
一
九
二ハｂ
）
と
遺
言
し
、　
日
本
天
台
宗
開
創
に
あ
た
っ
て
伝
教
大
師
最
澄
も
年
分
度
者

止
観
業

。
遮
那
業
二
人
の
う
ち
、
止
観
業
に
四
種
三
味
を
課
し
た
ほ
ど
、
天
台
修
道
の
指
針
と
な

っ
た
重
要
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

常
行
三
味
（円
仁
の
五
墓
山
か
ら
伝
承
し
た
念
仏
に
よ
っ
て
改
伝
さ
れ
た
）
と
法
華
三
味
は
、
法
華
堂

・
常
行
堂
の
建
立
と
相
侯
っ
て
、
叡

山
仏
教
の
法
会
や
信
仰
と
し
て
栄
え
、
現
時
も
、
例
時
作
法

・
法
華
懺
法
と
い
う
常
用
勤
行
聖
典
と
し
て
、
そ
の
略
抄
が
行
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
は
、
天
台
山
僧
衆
に
よ
っ
て
実
修
さ
れ
た
智
顎
の
懺
法
が
、
そ
の
伝
承
に
お
い
て
も
宗
団
意
識
の

重
要
な
実
修
的
独
自
性
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
四
種
三
味
の
中
国

。
日
本
の
伝
承
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
行
法
か
ら
儀
礼

へ
と
、
簡
略
化

・
儀
式
化

へ
の
逆
行
を
示
す
の
で
あ

る
が
、
少
く
と
も
天
台
智
顎
の
場
合
は
儀
礼
か
ら
行
法

へ
の
教
義
組
織
化
の
意
図
が
判
然
と
看
取
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
天
台
教
団
の
独
自

性
を
誇
示
さ
る
べ
き
意
図
で
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
種
三
味
に
組
織
づ
け
ら
れ
た
常
坐
三
味

・
常
行
三
味

・
半
行
半
坐
三
味
の
法

華
懺
法

・
方
等
懺
法

・
非
行
非
坐
三
味
に
一
応
代
表
と
し
て
出
さ
れ
た
請
観
音
懺
法
、
い
ず
れ
も
が
止
観
の
実
修
、
坐
禅
実
相
正
観
の
内

容
を
盛
り
入
れ
た
礼
仏

・
懺
悔
の
儀
則
で
あ

っ
て
、
当
時
の
中
国
仏
教
々
団
に
共
通
す
る
儀
礼
儀
則
を
、
如
何
に
し
て
天
台
山
独
自
の
行

法
に
す
る
か
の
意
図
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
昴
）。

方
等
懺
法
に
例
を
と

っ
て
み
る
と
、
こ
れ
は

『
方
等
陀
羅
尼
経
』
に
基
く
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
が
、
こ
の
経
自
体
が
数
種
の
行
法
を

雑
え
て
説
い
た
陀
羅
尼
経
典
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
経
の
ま
ま
を
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
を
摘
出
し
て
仏
教
儀
礼
に
用
い
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
僧
伝
な
ど
に
散
出
す
る
記
述
か
ら
類
推
さ
れ
る
ｎ
）。　
智
顎
が
こ
れ
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、　
衡
州
太
賢
山
で
之
を

修
し
て
勝
相
現
前
し
た
り
、
俗
兄
陳
鍼
の
た
め
方
等
懺
を
勧
め
て
十
五
年
の
延
寿
を
さ
せ
た
な
ど
の

『
別
伝
』
の
記
述
か
ら
類
推
で
き
、



お
そ
ら
く
経
そ
の
も
の
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
摘
出
し
、
あ
る
い
は
改
組
し
た
独
自
の
行
法
に
依

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
在

『方
等
三
昧
行
法
』
（大
正
蔵
四
一Ｃ
な
る
別
行
本
、
『
方
等
懺
法
』
の
名
称
を
附
し
た
国
清
百
録
所
収
の
も
の
、
四
種
三
昧
の
半
行
半
坐
三

味
に
組
織
さ
れ
た

『方
等
三
味
』
（摩
訂
止
観
）
の
三
種
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、　
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
経
↓
方
等
三
味
行
法
↓

方
等
懺
法
↓
方
等
三
味
と
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
の
も
の
に
は
、
前
者
の
逆
順
十
心
の
運
心
に
対
し
て

十
二
因
縁
観
を
用
い
て
止
観
を
説
明
し
た
り
、　
一
実
諦

。
三
観

。
三
智
の
説
明
を
附
加
し
て
、
全
く
天
台
教
義
に
よ
る
解
釈
づ
け
が
表
面

に
出
て
く
る
。

こ
の
こ
と
は
他
の
懺
法
類
に
も
み
ら
れ
、
法
華
三
味
懺
儀
で
は
①
勧
修
②
前
方
便
Ｑ
精
進
方
法
０
正
修
ω
修
証
相
の
大
料
を
分
ち
、
こ
の

依
拠
と
な
る

『
普
賢
観
経
』
や

『
十
住
昆
婆
沙
論
』
に
は
な
い
科
を
設
け
る
の
み
な
ら
ず
、
０
正
修
の
中
に
実
相
正
観
の
科
を
設
け
て
坐

禅
を
実
修
さ
せ
、
Ｑ
修
証
相
に
お
い
て
天
台
止
観
の
意
識
の
下
に
下

。
中

・
上
根
の
証
相
を
戒
定
慧
三
学
に
配
し
て
い
る
。
在
来
の
仏
教

義
礼
に
み
ら
れ
な
い
修
証
相
の
科
段
を
設
け
た
こ
と
は
、
止
観
の
実
修
と
同
様
に
法
華
懺
法
を
修
道
の
実
践
と
看
倣
し
た
こ
と
に
外
な
ら

な
い
。
さ
ら
に
四
種
三
味
の
意
止
観
に
お
い
て
は
、
慧
思
の
有
相

・
無
相
安
楽
行
を
引
用
し
て
法
華

・
普
賢
観
の
二
経
を
相
成
さ
せ
、
諸

経
典
の
六
神
道

・
八
解
脱

。
四
摂
法
等
す
べ
て
法
華
三
昧
の
異
名
と
し
て
法
華
三
味

の
昂
揚
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
法
華
懺
法
に
ふ

く
ま
れ
る
懺
悔

・
勧
請

・
隋
喜

・
廻
向

。
発
願
の
い
わ
ゆ
る
五
悔
が
、
天
台
行
位
説
の
円
教
位
次
に
お
い
て
五
品
弟
子
と
必
然
的
に
関
連

し
て
く
る
の
で
あ
る
が
今
は
略
す
。

四

僧
衆
が

一
処

一
寺
に
定
住
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
修
道
生
活
に
つ
い
て
の
取
決
め
、
規
律
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
、
イ
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台
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一
四
〇

ン
ド
仏
教
の
律
制
に
み
ら
れ
る
と
う
り
で
あ
る
。
中
国
仏
教
に
お
い
て
も
広
律
が
伝
訳
さ
れ
研
究
さ
れ
た
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
は
、
そ

れ
ら
が
僧
衆
の
修
道
軌
範
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
気
候

・
風
土

。
習
俗
の
異

っ
た
中
国
に
お
い
て
は
、
律
典
の
記
述
そ
の
通
り
遵

法
で
き
得
な
か

っ
た
こ
と
は

当
然
推
測
さ
れ
る
し
、　
教
義
的
に
も
中
国
に
お
け
る

仏
教
受
客
と
い
う
対
立

。
交
渉

・
融
合

・
調
和
の
中

か
ら
、
中
国
仏
教
の
形
成
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
僧
衆
の
規
範
も
当
然
中
国
仏
教
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
成
立
し
た
こ
と
は
当
然

で
あ
ろ
う
。

す
で
に
東
晋
の
道
安
含
〓

四
―
三
八
五
）
は
、
僧
尼
の
軌
範
三
科
お
よ
び
法
門
請
式
二
十
四
条
を
著
わ
し
、
世
は
こ
れ
に
遵

っ
た
と
い
わ

れ
る
０
）。　
即
ち

「所
制
の
僧
尼
軌
範
仏
法
憲
条
を
三
例
と
為
す
。
　
一
に
曰
く
行
香
定
座
上
講
之
法
、
二
に
曰
く
常
日
六
時
行
道
飲
食
唱

時
法
、
三
に
曰
く
布
薩
差
使
悔
過
法
」

（高
僧
伝
五
、
大
正
蔵
五
〇
・
三
五
一一丁
、
同
五
五
・
九
二
ｂ
）
と
あ
る
が
そ
れ
で
、
　
一
般
に
は
唱
導
に

関
係
が
あ
り
、
唱
導
の
原
始
で
あ
り
、
懺
文
の
先
声
な
ど
い
わ
れ
て
い
る
が
■
）、
「所
制
僧
尼
軌
範
仏
法
憲
条
」

の
名
が
示
す
よ
う
に
、

僧
団
規
定
の
面
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
慮
山
の
慧
遠
に
も
法
社
節
度
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
が
、
右
道
安
の
三
科
と
同
様
に
そ
の
内

容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
中
国
仏
教
独
自
の
僧
衆
の
修
道
生
活
の
規
矩
を
な
し
、
長
く
中
国

。
日
本
の
禅
宗
で
承
け
つ
が
れ
た
も
の
は

「請
規
」
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
は
唐
代
に
成
立
す
る
禅
宗
に
お
い
て
、
そ
の
始
源
が
み
ら
れ
る
と
い
う
が
、
そ
の
成
立
の

一
面
と
し
て
天
台
智
顎
の

「立
制

法
十
条
」
を
問
題
と
し
、
「
国
清
百
録
の
立
制
法
第

一
」
か
ら

「
訓
知
事
人
第
七
」
に
い
た
る
ま
で
の
行
軌
は
、
初
期
の
、
少
く
と
も
灌
頂

（―
杢
壬
じ
当
時
の
国
清
寺
教
団
の
…
…
軌
矩
で
あ
り
清
規
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
り
、
敢
て
い
え
ば

「
国
清
寺
清
規
」

と
で
も
称
し
う

る
も
の
」
と
し
て
い
る
見
解
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
２
）。　
お
そ
ら
く
現
存
資
料
か
ら
は
、　
僧
衆
規
範
の
最
も
古
い
も
の
の

一
と
言
え
よ
う

し
、
以
下
に
述
べ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
初
期
天
台
山
の
教
団
的
性
格
と
相
侯

っ
て
、
大
き
な
特
色
と
称
し
て
差
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ



２
つ
。し

か
し
こ
れ
に
先
行
す
る
資
料
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
広
弘
明
集
に
は
梁
簡
文
帝
の
作
と
さ
れ
る

「
八
関
斎
制
序
」
な
る
も

の
が
あ

っ
て
、
「
立
制
」
と
か

「罰
」
「礼
十
拝
」
な
ど
天
台
立
制
法
の

一
部
と
類
似
な
形
態
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
天
台
立
制
法
は
、
そ

の
序
に
述
べ
る
よ
う
に
、
天
台
山
の
法
徒
諸
学
者
が
修
道
に
怠
情
で
あ
る
の
を
粛
せ
ん
が
た
め
に
、
智
顎
自
ら
制
定
し
た
い
わ
ば
山
衆
の

立
制
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
八
関
斎
制
は
黒
月

ｏ
自
月
の
八
日
・
十
四

。
十
五
日
に
行
な
わ
れ
る
在
俗
信
者
の
八
斎
戒
の
受
持
で
、
い
わ
ば

特
定
法
義
の
制
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
も
お
の
ず
か
ら
異

っ
て
い
る
。
即
ち
前
者
は
和
合
僧
団
た
る
天
台
山
教
団
修
道
生
活
の
衣
食
住

に
関
す
る
規
定
と
山
衆
の
修
行
の
諸
相
に
つ
い
て
の
制
で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
は
特
定
儀
式
の
会
場
内
に
お
け
る
威
儀
作
法
を
犯
し
怠

っ
た
者
に
対
す
る
罪
則
と
も
い
え
る
。
い
わ
ば
前
者
の

一
分
野
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
天
台
立
制
法
に
つ
い
て
は
駒
沢
大
学
の
池
田

魯
山
講
師
が
そ
の
解
読
を
発
表
し
て
い
る
が
２
）、　
本
稿
を
論
じ
進
め
る
た
め
の
使
宜
を
は
か

っ
て
、　
立
制
に
関
す
る
両
者
の
全
文
を
引

用
し
て
お
く
。

Ａ
　
八
関
斎
制
序
　
　
　
　
　
　
　
梁
簡
文

…
…
立
制
如
レ左
。
咸
勉
聴
思
。
謹
条
八
関
斎
制
如
レ左
。

①
　
睡
眠
筆
至

不
レ覚
。
罰
。
礼
二
十
拝
。
挙
〓香
鑢
・聴
ν経
三
契
。　
一

②
　
出

不
〓請
刺
一。
罰
。
礼
十
拝
。
二

ω
　
出
過
一三
契
経
一不
レ還
。
罰
礼
十
拝
。
三

０
　
隣
座
睡
眠
　
維
那
至

而
不
】語
者
。
罰
。
礼
十
拝
。
四

働
　
隣
座
睡
眠
　
私
相
容
隠

不
レ語
〓維
那
一者
。
罰
。
礼
十
拝
。
五

初
期
天
台
山
の
教
団
的
性
格

（塩
入
良
道
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箸
―
人
を
数
え
る
竹
木
の

器
具
で
、点
呼
す
る
こ
と
。

三
契
―
伽
陀
や
頌
句
を
三

く
さ
り
唱
え
る
こ
と
。

請
刺
―
名
札
を
調
べ
る
こ

し
こ

。

三
契
経
―
調
子
を
三
段
に

分
け
て
経
を
諷
詠
す
る
と

レ
」
。

一
四

一
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一
四
二

０
　
維
那
不
レ勤
〓聴
察
一有
〓犯
ν制
者
一。
不
〓即
札
挙
一。
為
〓衆
座
・所
〓発
覚
一者
。
維
那
罰
礼
二
十
拝
。

挙
二香
鑢
・聴
γ経
三
契
。
六

０
　
白
黒
維
那
更
相
純
察
。
若
阿
隠
。
罰
。
礼
二
十
拝
。
七

③
　
聴
レ経
契
終
。
有
Ｔ不
〓唱
賛
・者
‘。
罰
。
礼
十
拝
。
八

０
　
一嗣
刺
無
〓次
第
・。
罰
。
礼
十
拝
。
九

⑩
　
請
〓刺
白
黒
一刺
有
ン誤
。
罰
。
礼
十
拝
。
十

（広
弘
明
集
第
二
八
・
大
正
蔵
五
二
。
三
二
四
Ｃ
）

Ｂ
　
立
制
法

（序
は
略
す
）

０
　
第

一
、
夫
根
性
不
レ同
。
或
独
行
得
レ道
。
或
依
レ衆
解
脱
。
若
依
ν衆
者
当
レ修
一三
行
・。
一
依
レ堂
坐

禅
。
二
別
場
懺
悔
。
三
知
僧
事
。
此
三
行
人
三
衣
六
物
道
具
足
。
随
レ有
■

行
一則
可
〓容
受
一。
若

衣
物
有
レ快
都
征
±

行
・則
不
〓同
ＩＬ
・。

②
　
第
二
、
依
レ堂
之
僧
。
本
以
〓四
時
・坐
禅
六
時
礼
仏
。
此
為
〓恒
務
一。
禅
礼
十
時

一
不
ν可
レ快
。
其

別
行
〓僧
行
法
・党
。
三
日
外
即
応
レ依
〓衆
十
時
・。
若
礼
仏
不
ν及
二

時
・罰
。
一二
礼
対
レ衆
懺
。
清
全

失
二

時
・罰
。
十
礼
対
ン衆
懺
。
若
全
失
・ス
時
・罰
。　
一
次
維
那
。
四
時
坐
禅
亦
如
ν是
。
除
〓疾
凝
一。

先
白
二知
事
・則
不
レ罰
。

０
　
第
三
、
六
時
礼
仏
。
大
僧
応
レ被
〓入
衆
衣
・。
衣
無
〓鱗
朧
・若
〓　
綬
衣
・悉
不
レ得
。
一二
下
レ鐘
早
集

敷
ν坐
執
〓香
鑢
・互
脆
。
未
〓唱
誦
・不
レ得
レ誦
。
未
レ隋
レ意
不
レ散
・一語
話
一。
叩
頭
弾
指
曳
雁
履
起
伏
参

阿
隠
―
お
も
ね
り
か
く
す

ヽ
」
レ
し
。

白
黒
―
白
月
（月
の
前
半
）

黒
月
（月
の
後
半
）
の
維
那

役
の
意
か
。

知
僧
事
―
知
事
之
僧
の

こ
と
。
僧
衆
の
雑
事
庶
務

を
知
掌
す
る
役
。
天
台
山

で
は
二
時
の
粥
飯
を
司
る

役
を
さ
し
た
ら
し
い
。

維
那
―
僧
衆
の
雑
事
を

司
る
役
で
健
稚
を
鳴
ら
す

用
例
が
多
い
。

鱗
朧
―
う
ろ
こ
の
よ
う

に
絞
様
が
も
り
上
っ
た
布

地
の
法
衣
。

綬
衣
―
割
載
し
て
条
相



差
、
悉
罰
。
十
礼
対
レ衆
懺
。

０
　
第
四
、
別
行
之
意
。
以
ン在
レ衆
為
ν緩
故
。
精
進
勤
〓修
四
種
三
味
一而
仮
託
〓道
場
一。
不
レ称
〓別
行

之
意
一。
検
校
得
レ実
罰
。　
一
次
維
那
。

Ｄ
　
第
五
、
其
知
事
之
僧
。
本
為
〓
安
立
利
益
一。
反
作
〓損
耗
一割
ツ衆
潤
レ已
自
任
〓恩
情
・。
若
非
レ理
侵
〓

一
竃
一雖
〓是
衆
用
一而
不
〓開
白
・。
検
校
得
レ実
不
〓同
止
・。

０
　
第
六
、
其
二
時
食
者
。
若
身
無
レ病
。
病

不
〓頓
臥
一。
病
已
廃

皆
須
レ出
ν堂
。
不
ツ得
レ〓雷
食
。

入
レ衆
食
器
聴
ν用
〓鉄
瓦
薫
油
二
器
・。
願
椀
匙
筋
悉
不
γ得
。
以
〓骨
角
竹
木
瓢
漆
皮
蜂
・悉
不
レ得
〓上

堂
一。
叉
不
レ得
′撞
〓鯛
己
鉢
・。
吸
畷
等
戸
。
含
レ食
語
話
。
自
為
〓求
索
一。　
私
落
〓醤
菜
一。
衆
中
独

嗽
犯

者
罰
。
三
礼
対
レ衆
懺
。

０
　
第
七
、
其
大
僧
小
戒
。
近
行
遠
行
寺
内
寺
外
。
悉
不
レ得
Ｔ盗
嗽
〓魚
肉
辛
酒
・。
非
時
而
食
。
察
ユ

得
ツ実
不
〓同
止
・。
除
Ｔ病
危
篤
謄
病
用
〓医
語
一出
〓寺
外
・投
治
上。
則
不
レ罰
。

ω
　
第
八
、
僧
名
〓和
合
・。
柔
忍
故
和
。
義
譲
故
合
。
不
レ得
〓諄
計
・。
高
レ声
醜
ν言
動
レ色
両
競
者
各

罰
。
三
十
拝
対
ψ衆
懺
。　
不
〓応
対
一者
不
レ罰
。
身
手
互
相
加
者
不
〓軽
重
一皆
不
〓同
止
・。

不
′動
ν手

者
不
レ罰
。

③
　
第
九
、
若
犯
ン重
者
依
ツ律
治
。
若
横
相
証
。
被
レ証
者
不
レ罰
。
作
γ証
者
不
〓同
止
・。
若
学
未
ν入
ツ

衆
時
過
衆
主
不
ν受
。
学
衆
未
ν摂
故
。
彼
自
言
〓比
丘
・故
入
ツ衆
来
犯
レ重
証
レ他
者
治
罰
如
レ前
。

⑩
　
第
十
、
依
レ経
立
レ方
見
ν病
処
レ薬
。
非
〓於
方
・吐
〓於
薬
・有
〓何
益
・平
。
若
上
来
九
制
聴
レ懺
者
。
展

初
期
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台
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四
三

の
な
い
法
衣
の
こ
と
で
、

正
規
の
法
衣
で
な
く
、
沙

弥

・
沙
弥
尼
の
用
い
た
衣
。

互
脆
―
左
膝
を
立
て
右

膝
着
地
の
礼
法
で
、
左
右

交
互
に
着
地
を
許
す
。
法

華
三
味
懺
儀
で
は
胡
脆

（屈
膝
の
礼
法
）
と
あ
る
。

両
者
同

一
の
説
も
あ
る
。

展
履
―
は
き
も
の
で
、

履
物
を
よ
く
は
か
ず
に
こ

れ
を
引
き
ず
る
こ
と
。

参
差
―
不
揃
い
の
さ
ま
。

薫
油
―
く
す
べ
て
着
色

し
た
器
。

蜂
―
ど
ぶ
貝
、
貝
製
の

食
器
の
意
か
。

大
僧
小
戒
―
具
足
戒
を

受
け
た
大
僧
と
沙
弥
戒
を

受
け
た
沙
弥
い
ず
れ
の
僧

も
の
意
か
。
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懺
無
〓漸
愧
心
・不
レ能
〓自
新
マ
ト止

是
吐
薬
之
人
。
宜
レ令
ツ出
ン衆
。
若
能
改
革
後
亦
聴
レ還
。

若
犯
〓

諸
制
一揮
不
レ肯
′懺
此
是
非
方
之
人
。
不
ツ従
〓衆
綱
・則
不
〓同
止
・。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
同
止
―
広
律
の
別
住
の

（国
清
百
録
立
制
法
第

一
、
大
正
蔵
四
六
・
七
九
三
頁
）
　

　

意
か
。

右
第
二
条
の

「
一
次
維
那
」
に
つ
い
て
は
刊
本
な
ど
で
は

「
一
次
維
那
ス
ベ
シ
」
と
読
ん
で
お
り
、
こ
の
維
那
が
罰
と
し
て
三
綱
の
そ
れ
と
す
る

の
は
お
か
し
い
と
い
う
疑
間
が
あ
っ
た
。
池
田
魯
山
稿

「天
台
智
顎
の
立
制
法
」
（駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集

。
昭
和
四
六
年
）
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
疑
問
か
ら

「維
那
の
裁
量
に
一
任
す
る
」
意
に
解
し
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
の
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
律
典
に
も
中
国
仏
教
に
も
こ
の
よ
う
な
使

用
例
は
な
い
。
唐
宋
代
に
な
る
と
維
那
は
重
要
な
役
割
を
も
つ
が
、
陳
末
隋
初
の
河
東
の
東
西
二
寺
に
つ
い
て

「寺
法
立
制
誦
二経
六
十
一者
。
免
・一維

那
一。
誦
一法
華
一度
。
免
〓直
歳
一。」
（法
苑
珠
林
三
十
九
伽
藍
篇
、
大
正
蔵
五
三
・
五
九
八
ａ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
維
那
は
雑
役
的
役
割
で
、
罰
則
と
し

て
当
て
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
古
来
通
り
に
解
し
た
。

右
の
う
ち
Ａ
０
０
０
は
儀
式
座
中
の
居
睡
り
し
た
場
合
、
Ａ
０
０
は
中
座
の
場
合
、
Ａ
働
⑩
は
名
札
を
調
べ
た
り
通
ず
る
こ
と
に
つ
い

て
、
Ａ
０
０
は
維
那
の
職
務
に
つ
い
て
等
、
ま
こ
と
に
細
か
い
規
定
で
あ
り
、
罪
則
も
殆
ん
ど
が
礼
十
拝
で
、
重
い
も
の
も
二
十
拝
さ
ら

に
香
鑢
を
さ
さ
げ
て
三
回
聴
経
す
る
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｂ
０
０
０
０
に
三
礼

・
十
礼

。
三
十
拝
が
あ
る
が
、

後
者
の
特
色
は
対
衆
懺
が
附
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

懺
悔
が
天
台
教
義
に
お
い
て
、
さ
ら
に
天
台
教
団
に
お
い
て
如
何
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
ず
る
要
も
な
い

が
、
前
述
の
よ
う
に
天
台
教
団
の
実
修
行
儀
の
殆
ん
ど
に
、
懺
悔
が
含
ま
れ
、
そ
の
儀
則
が
諸
種
の
懺
法
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
知
れ
よ
う
。
し
か
も
こ
の
懺
悔
が
、
立
制
法
の
上
に
如
何
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
、
Ｂ
⑩
に
お
け
る

「若
し
上
来
の

九
制
は
懺
を
聴
す
も
、
屡
々
懺
し
て
漸
愧
の
心
な
く
、
自
ら
新
な
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
此
は
是
れ
吐
薬
の
人
な
り
。
宜
し
く
衆
を
出
し

む
べ
し
」
の
文
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
Ｂ
ｕ
に
お
い
て

「若
し
重
を
犯
す
者
は
、
律
に
依

っ
て
治
せ
」
し
む
る
の
で
あ
る
が
、



こ
の
律
は
お
そ
ら
く
広
律
で
あ
ろ
う
か
ら
、
教
団
追
放
は
波
羅
夷
罪
で
あ

っ
て
、
懺
悔
に
よ

っ
て
も
自
己
改
革
出
来
な
い
も
の
は
死
罪
と

同
様
に
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

『
摩
訂
止
観
』
の
出
仮
観
の
記
述
に
重
用
さ
れ
る
応
病
与
薬
の
業
に
懺
悔
を
み
た
て
、
吐
薬

の
人
と
さ
え
断
ず
る
こ
と
は
、
前
九
制
を
総
結
し
た
こ
の
第
十
制
に
懺
悔
を
出
し
た
意
味
に
お
い
て
、
表
現
は
軽
い
が
意
は
甚
だ
重
い
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
さ
さ
か
所
論
か
ら
外
れ
た
が
、
Ａ

・
Ｂ
両
立
制
を
併
列
し
て
先
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
Ａ
が
先
行
資
料
と
は
い
え
両
者
は
同
列
に
比
較

で
き
な
い
内
容
を
も
つ
点
で
あ

っ
て
、
Ｂ
天
台
立
制
法
は
僧
団
規
範
の
現
存
最
古
の
一
と
考
え
て
ょ
か
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い

て
、
規
範
の
面
か
ら
概
要
し
て
み
た
い
。

五

こ
の
立
制
十
条
は
序
文
冒
頭
に

「夫
れ
新
衣
孔
な
き
は
、
之
を
補
う
に
綾
を
以

っ
て
す
べ
か
ら
ず
、
宿
植
淳
善
な
る
は
、
之
に
加
う
る

に
罰
を
も

っ
て
す
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
修
道
に
欠
完
な
い
も
の
は
罰
則
の
必
要
は
な
い
と
い
い
、
十
二
年
ぶ
り
に
天
台
山
に
帰

山
し
た
こ
と
こ
ろ
、
学
衆
新
な
る
意
馬
の
如
き
で
あ

っ
た
か
ら
こ
れ
を
制
し
た
と
す
る
が
、
衣
を
広
律
に
置
き
か
え
て
み
る
こ
と
も
出
来

よ
う
こ
と
は
、
Ｂ
Ｏ
の

「律
に
依

っ
て
治
せ
よ
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
類
推
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
十
条
の
み
で
僧
団
規
範
を

網
羅
す
る
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
後
世
の
清
規
類
と
比
較
し
て
そ
の
優
劣
広
狭
を
語
る
こ
と
は
論
外
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
中
国
仏
教
形
成
者
と
し
て
の
天
台
智
顎
教
団
に
お
け
る
、
宗
派
教
団
的
側
面
を
摘
出
す
る
に
止
め
た
い
。

Ｂ
Ｏ
で
は
、
ま
ず
天
台
山
僧
衆
の
修
道
生
活
を
、
前
述
の
懺
法
類
の
個
々
の
行
儀
と
の
関
連
の
下
に
具
体
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
前
提
と
し
て
独
行
得
道
と
依
衆
解
脱
の
二
種
の
修
行
法
を
挙
げ
る
が
、
こ
の
十
条
は
後
者
の
衆
に
依
る
修
行
法
で
あ
る
こ
と
は
論
を

初
期
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台
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一
四
五
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六

侯
な
い
。
し
か
し
依
衆
修
行
を
打
ち
出
し
た
こ
と
は
、
天
台
山
を
教
団
と
し
て
確
認
し
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
、
天
台
隠
棲
に
際
し
て

「初
め
て
亙
官
に
四
十
人
坐
し
二
十
人
法
を
得
云
云
」
と
述
べ
た
精
神
の
延
長
と
も
考
え
ら
れ
、
他
寺
の
講
経
や
他
道
場
の
修
学
と
は
異

っ
た
、
天
台
山
の
修
道
で
あ
る
こ
と
の
表
明
と
受
け
と

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
依
衆
修
道
す
な
わ
ち
天
台
山
教
団
の
修
道
は
、
依
堂
坐
禅

・
別
場
懺
悔

。
知
僧
事
の
三
種
に
別
け
ら
れ
る
。
Ｂ
②
同
は
第

一
の
依
堂
坐
禅
に
お
け
る
規
定
で
あ
り
、
Ｂ
Ｏ
は
第
二
の
別
場
懺
悔
の
内
容
で
あ
る
。
第
三
の
知
僧
事
は
Ｂ
Ｏ
に
規
定
さ
れ
る
が
、
Ｂ
０

以
下
ま
で
含
め
て
考
え
て
も
よ
い
し
、　
０
以
下
は
三
行
人
に
通
ず
る
規
定
と
み
て
も
よ
い
。　
こ
の
第

一
条
で

〓
一行
人
を
分
け
て
は
い
る

が
、
修
道
者
を
三
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
た
わ
け
で
は
な
く
、　
一
人
で
三
種
の
行
人
を
兼
ね
る
場
合
も
あ
り
得
る
わ
け
で
、
あ
く
ま
で

「当

修
三
行
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
修
行
と
い
い
な
が
ら
単
に
修
行
方
法
の
み
で
な
く
、
修
道
生
活
即
ち
衣
食
住
に
つ
い
て
の
共

同
宗
団
生
活
を
も
ふ
く
め
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。　
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、　
依
堂
坐
禅
に
つ
い
て
は
、
『
次
第
禅
門

『
小
止
観
』
『
摩
詞
止
観
』

等
に
、　
そ
の
方
法
や
心
構
を
は
じ
め
意
義
づ
け
ま
で
懇
切
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
し
、　
別
場
懺
悔
に
つ
い
て
も

『
摩
訂
止
観
』
中
の
四
種
三
昧
や
前
述
の
懺
法
類
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
知
僧
事
に
つ
い
て
は

『
国
清
百
録
』
に

「訓

知
事
人
第
七
」
と
し
て
収
め
ら
れ
る
接
客
送
迎
の
誠
が
あ
り
、　
以
後
の
食
事
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
『
観
心
食
法
』

が
準
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
の
十
条
を
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
台
立
制
法
は
、
右
の
よ
う
に
智
顎
の
述
作
と
相
侯

っ

て
論
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
種

々
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲

っ
て
、
二
三
の
点
に
つ
い
て
の
み
述
べ
て
み

た
い
。

Ｂ
②

「堂
に
依
る
の
僧
は
、
本
よ
り
四
時
を
以

っ
て
坐
禅
し
、
六
時
礼
仏
す
。
此
れ
を
恒
の
務
と
な
す
」
に
お
い
て
、
四
時
坐
禅

・
六

時
礼
仏
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
張
衡
な
る
も
の
が
智
顎
の
弟
子
智
燥
に

「
師
等
既
に
是
れ
先
師
之
寺
に
て
、
行
道
諸
処
と
同
じ
き
や
、



当
に
異
り
あ
り
と
為
さ
ん
や
」
の
間
に
答
え
て

「先
師
之
法
と
諸
寺
と
に
異
り
あ
り
。
六
時
行
道
、
四
時
坐
禅
、
処
別
に
し
て
行
異
る
な

り
。
道
場
常
に
行
法
を
以

っ
て
至
尊
に
奉
為
す
３
ざ

と
答
え
て
い
る
。　
こ
こ
に
天
台
山
教
団
の
自
主
性
と
、　
そ
の
行
儀
の
独
自
性
に
、

高
い
誇
り
を
以

っ
て
い
た
智
顎
滅
後
の
教
団
意
識
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
時
坐
禅
は
天
台
以
前
に
お
け
る
諸
家
に
み
ら
れ
ず
、
智

顎
の
創
唱
と
さ
れ
、
ま
た
後
世
禅
宗
清
規
で
定
着
す
る
黄
昏

。
後
夜

。
早
晨

・
哺
時
の
四
時
坐
禅
の
原
型
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
が
貪
Ｉ
禅

礼
十
時

一
と
し
て
欠
く
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
か
ら
六
時
と
の
関
連
に
お
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
四
時
を
前
述
の
も
の
と

す
る
と
、
黄
昏

・
後
夜

。
早
晨
は
六
時
と
重
な
る
が

，
）、
法
懺
三
味
懺
儀
の
第
九
誦
経
方
法
に
、
ど
一自
帰
依
党
ら
ば
、
本
の
坐
処
に
還

る
。
若
し
意
猶
坐
禅
を
欲
せ
ざ
る
は
、
更
に
端
坐
誦
経
す
。
…
…
但
し
四
時
坐
禅
全
く
疲
す
る
こ
と
を
得
ず
。
…
…
若
し
人
本
よ
り
坐
を

習
わ
ず
、
但
誦
経
懺
悔
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
行
坐
の
中
に
於
て
久
誦
せ
よ
。」
（大
正
蔵
四
六
。
九
≡
一τ
）
と
あ

っ
て
、　
四
時
坐
禅
と
懺
法

と
も
重
複
の
ま
ま
実
修
出
来
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
ま
し
て
や
六
時
礼
仏
は
お
そ
ら
く
、
国
清
百
録
に
収
め
ら
れ
る
敬
礼
法
の
ご
と
き

も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
短
時
間
で
修
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
坐
禅
の
前
後
に
実
修
し
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
Ｏ

「別
行
の
意
は
、
衆
に
在
る
を
以

っ
て
緩
と
為
す
。
故
に
精
進
し
て
四
種
三
味
を
勤
修
し
て
、
仮
り
に
道
場
に
託
る
べ
し
」
の
、

四
種
三
味
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
た
だ
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
Ｂ
例
後
半
に
あ
る

「其
の
別
に
僧
行
法
を
行
じ
克
り
て
、
三

日
の
外
は
即
ち
衆
の
十
時
に
依
る
べ
し
」
を
如
何
に
理
解
す
る
か
で
あ
る
。
四
種
三
味
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
法
華
三
味
懺
法
は
三
七
日
、

請
観
音
懺
法
は
七
七
日
、
方
等
懺
法
及
び
金
光
明
懺
法
は
七
日
、
常
坐
及
び
常
行
三
昧
は
九
十
日
を
、
そ
れ
ぞ
れ

一
期
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
三
日
と
解
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
日
の
表
現
に
つ
い
て
は
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
四
種
三
味
の
一
期
を
三
日

と
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
今
後
の
研
究
に
ま
ち
た
い
。

Ｂ
０
０
は
食
事
に
関
す
る
規
定
で
、
無
病
の
場
合
は
堂
に
出
て
食
事
を
と
る
こ
と
、
食
器
は
二
器
だ
け
許
す
が
団
椀
や
匙
筋
は
用
い
な
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い
こ
と
、
鉢
を
か
ち
合
わ
さ
な
い
こ
と
、
口
に
食
物
を
含
み
な
が
ら
語
話
し
な
い
こ
と
、
自
分
だ
け
讐
菜
を
畷
わ
な
い
こ
と
、
魚
肉
辛
酒

を
厳
わ
な
い
こ
と
、
非
食
時
に
食
し
な
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
が
、
病
気
の
場
合
医
師
の
判
断
で
寺
外
で
投
治
す
る
こ
と
の
例
外
は
認
め

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
広
律
や
梵
網
戒
と
の
対
比
の
上
論
ず
る
要
は
あ
る
が
、
智
顎
述
と
さ
れ
る
三
二
〇
字
ほ
ど
の

『観
心
食
法
』

一
巻
が

あ
り
、
そ
こ
に
は
食
に
対
す
る
僧
衆
の
心
構
が
説
か
れ
て
お
り
、
食
作
法
に
関
す
る
中
国
仏
教
々
団
最
古
の
現
存
文
献
と
し
て
重
要
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
る
に
止
め
た
い
。

尚
は
じ
め
予
定
し
た
五
重
玄
義
に
お
け
る
宗
の
解
明
や
、
教
判
に
お
け
る
法
華
優
位
の
組
織
づ
け
‘
さ
ら
に
三
観

。
四
悉
檀
な
ど
を
ふ

く
め
て
構
成
さ
れ
た
天
台
四
教
判
の
意
義
づ
け
な
ど
に
み
ら
れ
る
、
教
理
面
か
ら
の
独
自
性
の
研
討
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
数
が
尽
き

た
の
で
問
題
を
提
斯
す
る
に
止
め
た
い
。

（１
）

平
川
彰
著

『原
始
仏
教
の
研
究
』
中

「原
始
仏
教
に
お
け
る
サ
ン
ガ
の
意
義
」、
芳
村
修
基
編

『仏
教
教
団
の
研
究
』、
真
野
正
順
著

『仏
教
に

お
け
る
宗
観
念
の
成
立
』、
小
日
・
堀
監
修

『宗
教
学
辞
典
』
等
参
照
。

（２
）

大
久
保
良
順
稿

「唐
代
に
於
け
る
天
台
の
伝
承
に
つ
い
て
」
（日
本
仏
教
学
会
年
報
第

一
七
号
）、
関
口
真
大
稿

「玉
泉
天
台
に
つ
い
て
」

（天

台
学
報
第

一
号
）等
参
照
。

（３
）

佐
藤
哲
英
著

『
天
台
大
師
の
研
究
』
中
の

「国
清
寺
の
造
営
と
滅
後
の
天
台
教
団
」
は
、
こ
の
観
点
か
ら
門
下
の
動
向
を
論
じ
て
い
る
。

（４
）

関
口
真
大
著

『
禅
宗
思
想
史
』

（５
）

常
盤
大
定
著

『
宝
林
伝
の
研
究
』

（６
）

と
の
相
承
説
か
ら
志
磐
の

『仏
祖
統
記
』
で
は
、
東
土
諸
祖
と
し
て
一
祖
竜
樹

。
二
祖
慧
文
・
三
祖
憲
思

。
四
祖
智
顔
…
…
九
祖
湛
然
と
位
置

づ
け
て
い
る
。

（７
）

拙
稿

「懺
法
の
成
立
と
智
顎
の
立
場
」
（印
度
学
仏
教
学
研
究
七
―
二
）、
同

「中
国
仏
教
儀
礼
に
お
け
る
懺
悔
の
受
容
過
程
」
（同
十
一
―
二
）

同

「中
国
仏
教
に
於
け
る
礼
懺
と
仏
名
経
典
」
（仏
教
思
想
論
集
）



（８
）

拙
稿

「
四
種
三
味
に
扱
わ
れ
た
智
顎
の
懺
法
」
（印
度
学
仏
教
学
研
究
八

・
三
）

（９
）

矢
吹
慶
輝
著

『
三
階
教
の
研
究
』
、
拙
稿

「慈
覚
大
師
相
伝
の
懺
法
に
つ
い
て
」
（慈
覚
大
師
研
究
）

（ｌｏ
）

拙
稿

「懺
法
の
成
立
と
智
顎
の
立
場
」
「
四
種
三
味
に
扱
わ
れ
た
智
顎
の
懺
法
」
（前
掲
研
究
）

（Ｈ
）

前
掲
拙
稿
中
に
も
散
説
し
て
お
い
た
が
、
方
等
陀
羅
尼
経
の
流
伝
と
方
等
懺
に
つ
い
て
は
別
に
詳
細
な
論
致
の
発
表
を
予
定
し
て
い
る
。

（‐２
）

『
高
僧
伝
』
第
五
（大
正
蔵
五
〇

。
三
五
三
ｂ
）、
『
仏
祖
統
紀
』
（同
四
九

。
三

一
九
ａ
）
『仏
祖
歴
代
通
載
』
（同
四
九

・
五
二
四
ｂ
）

（・３
）

湯
用
形

『漢
魏
両
晉
南
北
朝
仏
教
史
　
上
』

（・４
）

池
田
魯
山
稿

「天
台
智
顎
の
立
制
法
」
（駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集

。
昭
和
四
六
年
）
で
は
、
清
規
の
視
点
か
ら
、
こ
の
十
条
全
文
の
解
読
と
、

関
係
資
料
と
の
対
比
に
よ
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
但
し
八
関
斎
制
序
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

（・５
）

『
国
清
百
録
』
第
三
、
僧
使
対
問
答
第
八
十
六
（大
正
蔵
四
六

・
人

一
五
ｂ
）

（・６
）

池
田
氏
前
掲
稿
で
は

「四
時
は
日
夜
四
六
時
中
ほ
ど
の
概
念
的
な
時
間
を
指
す
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
が
、
正
確
に
は
不
明
と
し
て
い
る
。

（・７
）

『
国
清
百
録
』
第
二
、
敬
礼
法
に
は

「此
法
正
依
・一竜
樹
毘
婆
沙
一　
傍
潤
二諸
経
意
一。
於
■

日

一
夜
一　
存
略
適
レ時
。
朝
午
略
二敬
礼
一。
用
〓所
為
一

三
。
哺
用
二敬
礼
一略
〓所
為
一。
初
夜
全
用
。
午
時
十
仏
代
〓中
夜
一。
後
夜
晋
礼
」
と
、
黄
昏
と
哺
時
を
同
じ
く
み
て
い
る
。
池
田
氏
は
前
掲
稿
に
お
い

て
、
右
文
を
引
い
て
存
略
問
題
を
解
釈
し
て
、
「所
為
三
を
用
う
」
と
読
み
、
所
為
の
三
に
つ
い
て
敬
礼
法
は
略
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、　
こ
の

所
為
は
法
華
懺
法
で
六
為
な
ど
称
す
る
よ
う
に
、
敬
礼
法
第
二
段
の

「為
…
…
…
敬
礼
常
住
諸
仏
云
々
」
を
意
味
す
る
も
の
で
、
こ
の
段
を
用
い
た

り
略
し
た
り
す
る
こ
と
を
い
う
。
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